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掲載事例・解説をアップデート！
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税関の輸入事後調査では、輸入貨物の納税申
告が適正かどうかが確認されます。令和元事務
年度（令和元年７月～令和２年６月）の輸入事後
調査の結果は、調査対象3,361者のうち申告漏
れのあった輸入者は2,723者、関税等の追徴税
額は116億円強でした。申告漏れの主な要因とし
て関税評価の誤りによるものが挙げられていま
す。
こうした事後調査によって、関税評価の知識
がないために過少申告加算税、延滞税等がかか
ると、予想外の費用が発生することとなります。

しかしながら生産形態が多岐にわたる昨今に
おいては関税評価を正確に理解・把握すること
は容易ではありません。
こうした状況を踏まえ、本書では前版から掲
載事例の見直しをするだけでなく、難解な関税
評価をできるだけ分かりやすく理解していただ
くために、解説も見直しました。
また、関連法令通達の条項名を付記し、巻末
の「法令編」では改正された法令や基本通達に
アップデートしました。コンパクトな「関税評価
六法」としてもご利用いただけます。

図解説もあり、解説も明確でわかりやすい／関係法令通達も記載されて
いるので、手軽に条文を参照できる／評価次第で申告価格が大幅に異な
り、更正や追加納税のリスクを顧客に説明するのに、『関税評価303』の実
例はとても役に立つ／通関士試験対策用に『関税評価303』が役立った。

令和元事務年度の関税等追徴税額は116億円強！
正確な関税評価によってビジネスリスクを減らすことができます。
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39　売手に支払う輸入貨物の梱包材に使用された版下の費用
 

Ｑ：本邦の買手Ｂは、売手Ｓからプラスチック製品を購入（輸入）しま
す。
売手から当社宛てに送付された輸入貨物の仕入書には、貨物代金の

ほか、売手が輸出国で調達した輸入貨物を梱包するダンボールの印刷
に使用された版下の費用が記載されており、当社は、売手との合意に
基づき、輸入貨物の代金にこの版下代を加えた仕入書価格を売手に支
払います。
なお、版下そのものは輸入されません。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社が売手に支払う版

下代は、課税価格（現実支払価格）に算入されますか？
 
Ａ：「現実支払価格」とは、買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨
物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をする
ために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、売手の債務の弁済等の
間接的な支払の額を含みます。
上記の取引において、買手Ｂが売手Ｓに支払う版下代は、輸入貨物を梱
包するダンボールの印刷に使用された版下の費用であり、買手と売手との
合意に基づき、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入
貨物の輸入取引をするために支払われるものですので、その輸入貨物の現
実支払価格の一部を構成します。

関係法令等：関税定率法第４条第１項、関税定率法施行令第１条の４、関税定率法基本
通達４－２（1 （格価払支実現）価評税関（例事答応疑質ジーペムーホ関税（、） 1 払支実現（）
価格に含まれる費用））

40　売手が本邦で行った広告宣伝費用を相殺した仕入書価格
 

Ｑ：本邦の買手Ｂは、売手Ｓから加工食品を継続的に輸入（購入）して
います。
今回、買手が売手から輸入した加工食品の仕入書価格は、輸入貨物

の売買契約価格から5％値引きされた価格となっていました。この5％
相当額は、売手の在日代理店が売手に代わって、本邦における当該加
工食品の広告宣伝を本邦の広告会社Ｍに依頼して行った費用に相当す
る額であり、買手は売手から売手の在日代理店への支払を要請され当
該広告宣伝費用（売買契約価格の5％相当額）を支払うことにしたもの
です。この場合、5％相当額を差し引いた後の仕入書価格により輸入
貨物の課税価格を計算してもよいですか？
 
Ａ：輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」に、その含まれていない限度
において運賃等の「加算要素」の額を加えた価格（取引価格）によることを原
則としており（定率法第４条第１項）、この「現実支払価格」とは、輸入貨物
につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべ
き支払の総額（当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支
払額を含む）となります（定率法施行令第１条の４）。
本事例において、買手Ｂが売手Ｓの在日代理店に支払う金額（売買契約
価格の5％相当額）は、売手の在日代理店が売手に代わって広告会社Ｍに依
頼して行った広告宣伝の費用に充てられるとのことです。これは、売手が
買手以外の第三者（売手の在日代理店）に負った債務を買手に弁済させ、そ
の弁済額を差し引いた後の価格を仕入書価格としているので、現実支払価
格は5％相当額を差し引く前の価格（売買契約価格）となります。
したがって、輸入貨物の課税価格は、仕入書価格に買手が売手の在日代
理店に支払う5％相当額を加えた額に基づき計算します。
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